
１　議題案件（１）について

第６回総合計画策定委員会作業部会
令和５年度（2023 年度）第２回 まち・ひと・しごと創生

推進委員会作業部会（書面開催）結果概要

資料４
７ページ
財政運営の基本方針
（２）②
16ページ
現状と課題
42ページ
現状と課題

新たな感染症に対する不測の事態の備えと
いう意味合いで使っている「感染症」は、
「“新興”感染症」という言葉で統一した
方がいいと思います。Ｐ40については、こ
のままでいいかと思います。

p.16の大綱２政策１の現
状と課題では、改訂前の
計画から「新型感染症」
としていたこと等を鑑
み、パブリックコメント
では「新型感染症」「感
染症」のままとしました
が、「新興感染症」の意
味を再度確認し、言葉の
統一について、計画案作
成に向けて再度、検討さ
せていただきます。

資料４
27ページ
施策3-4-2

「～～健康危機への対応、メンタルヘル
ス、難病患者の支援、生活衛生関連事業者
への衛生指導等を～」→「～～健康危機へ
の対応、メンタルヘルスの向上、難病患者
の支援、生活衛生関連事業者への衛生指導
等を～」でお願いします。

御指摘のとおり修正しま
した。

「第４次総合計画基本計画改訂版素案（資料４～資料７）」について意見・質問等及びその
対応

意見

資料４
27ページ
施策指標3-4-1

指標　「受動喫煙の機会がなかった人の割
合」→「受動喫煙に合わなかったと答えた
人の割合」に修正してください。「機会」
とすると、前向きな印象を与えるため。

市民意識調査に合わせ修
正しました。

対応

資料４
50ページ
資料５
26ページ
市民意識調査指標

該当箇所

Ⅳ.市民意識指標【大綱3】福祉・健康の指
標にある「高齢者の健康づくり・介護予
防・生活支援の満足度の割合」についてで
すが、市民意識調査の指標では、「高齢期
の健康づくり・介護予防・生活支援の満足
度の割合」となっています。
市民意識調査と合わせるのであれば、修正
をお願いします。

御指摘のとおり修正しま
した。



２　議題案件（２）について

資料10
８ページ
基本目標に共通する
視点

「国のデジタル田園都市国家構想総合戦略
では」とありますが、p.1で「国のデジタル
総合戦略」ということにしたのではなかっ
たでしょうか。また、この箇所は、他のと
ころと文章のトーンが違うように思うの
で、合わせた方がいいと思います。

前半部分について御指摘
のとおり修正しました。
基本目標１～４は総合計
画を受けて記載していま
すが、共通する視点の部
分は、国の総合戦略を受
けた部分でもあり、他の
ところとは文章のトーン
が異なっています。

資料10
４ページ

第２期人口ビジョンについて、推計方法の
説明はありますが、定義がないように思い
ます。平成28年に策定した「吹田市人口ビ
ジョン」を第１期とするなら、いつの時点
で見直し、いつまでを対象期間とすると
いったような説明があった方がいいのでは
ないでしょうか。

p.3の「１．位置付け」に
対象期間を加えました。
また、p.4の「（３）第２
期人口ビジョン」の後に
「（令和６年（2024年）
３月策定）」と入れまし
た。

「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略素案（資料10～資料11）」について意見・質問等
及びその対応

該当箇所 意見 対応



３　その他

以上

資料４ 公用文の書き方としては「全て」と思いま
すが、「すべて」と「全て」が混在してい
るので統一した方がいいと思います。ほか
にも送り仮名等の表記の混在が見られま
す。また、総合計画と総合戦略の間でも表
記の混在が見られます。

御指摘のとおり修正し、
その他の表記も含め、統
一を行いました。引き続
き、統一されていない表
記がないか確認してまい
ります。

資料４
５ページ

２行目「取基本計画」→「取」削除。

― 締切が短すぎるように思います。 答申手交後、第６回策定
委員会、そしてパブリッ
クコメント実施までタイ
トスケジュールになって
しまい、作業部会員の皆
様には御迷惑をおかけし
ましたこと、改めてお詫
びいたします。

資料10 省略の表記を（以下、「●●」）とされて
いますが、前回の書き方を引き継ぐのでは
なく、（以下「●●」という。）とされた
方がいいと思います。

御指摘のとおり修正しま
した。

「基本計画では、各施策
の取」が重複していたた
め、削除しました。

該当箇所 意見 対応

その他の意見・質問等及びその対応

資料４
34・35ページ
大綱４政策４
生涯にわたり学べる
まちづくり　他

図書館で導入いたしました電子書籍につい
て、表記が「電子図書」または「電子書
籍」で統一がとれていないところを「電子
書籍」で統一をお願いします。
ホームページのサイトを示す場合は、「電
子図書館」でお願いします。

「電子図書」・「電子書籍」のいずれを使
わなければならないという定めはございま
せんが、他市の図書館の状況等を見まし
て、「電子書籍」で表記している場合が多
いことから、本市も「電子書籍」で揃えて
いきたいと思います。

「電子書籍」に統一しま
した。


